
船舶事故等調査報告書 

平成２４年５月３１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２横第９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年３月２８日（月） １２時００分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市神島港南西方沖 

 神島港北防波堤灯台から真方位２０３.５°１,５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３２.２′ 東経１３６°５８.２′） 

事故等調査の経過 平成２４年１月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 文
ぶん

斎
さい

丸、１.９トン 

ＭＥ３－５０８３４（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ モーターボート しんかい、５トン未満（長さ９.９４ｍ） 

   ２４０－４５０４８愛知、有限会社新海自動車 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首防舷材剥離、船首船底部擦過傷 

Ｂ 左舷船首外板に破口を伴う凹損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、神島港南西方沖で針路を神島港へ向

けた後、船尾甲板で漁具の片付けをしながら速力１～２ノット（kn）で北

北東進中、船長Ａが、前方を確認しないで速力を約６knに増速した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか友人１人が乗船し、船首を西方に向けて漂泊しなが

ら釣り中、Ｂ船の左舷後方１００ｍ付近にいたＡ船が、Ｂ船に向けて増速

しながら接近していることに気付き、Ａ船に対して大声を発して手を振っ

たが、平成２３年３月２８日１２時００分ごろＡ船の船首とＢ船の左舷船

首とが衝突した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

その他の事項  船長Ａは、衝突するまでＢ船に気付いていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は北北東進中、Ｂ船は漂泊中、神島港南西

方沖において、両船が衝突したものと考えられ

る。 

船長Ａは、漁具の片付けをしながら航行したこ

とから、見張りを行っていなかったものと考えら

れる。 

船長Ａは、前方を確認せずに増速したものと考

えられる。 

船長Ｂは、Ａ船がＢ船に向けて接近しているこ



とに気付き、Ａ船に対して手を振るなどして注意

喚起したものと考えられる。 

原因 本事故は、神島港南西方沖において、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・操船中は、できる限り見張りの妨げとなる作業を行わないこと。 

 




